施設基準に関する掲示事項

医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認システムを導入し、受診歴・薬剤情報・特定検診結果などの医療情報を取得・活用することで、より質の高い医療の提供に努めています。
今後も正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

情報通信機器を用いた診療について
情報通信機器を用いた初診におきましては、向精神薬の処方はおこないません。

明細書の発行ついて
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
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